
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保存版 日吉の便利帳 
日吉小学校に関することをひとまとめにしています。（平成２３年５月現在） 

欠席の連絡をするとき 

①連絡帳に欠席理由を書き「れんらく袋」に入れて、集団登校の班の友だちに渡してください。 

②学校からの連絡を届けてもらう人が分かるように、「れんらく袋」に、連絡帳を渡す人友だち

の学年・組・氏名をあらかじめ書いておいてください。 

③緊急時ややむを得ないときの欠席は、できるだけ早めに電話連絡をお願いします。 

①携帯電話およびパソコンで、「空メール」を下記のアドレスに送信してください。 

 全学年一括用  hiyoshi-sho-all-pta@ktaiwork.jp    

 各学年用  一年生保護者用  hiyoshi-sho-1-pta@ktaiwork.jp 

二年生保護者用  hiyoshi-sho-2-pta@ktaiwork.jp 

三年生保護者用  hiyoshi-sho-3-pta@ktaiwork.jp 

四年生保護者用  hiyoshi-sho-4-pta@ktaiwork.jp 

五年生保護者用  hiyoshi-sho-5-pta@ktaiwork.jp 

六年生保護者用  hiyoshi-sho-6-pta@ktaiwork.jp 

②登録を解除する時は、「空メール」を送信したアドレス宛てに、本文「bye」（半角英数文字） 

 のみ書いてメールを送ってください。 

③登録アドレスを変更する場合や携帯電話会社を変える場合は、必ず旧アドレスの登録を解

除のうえ新アドレスの登録を行ってください。 

④登録したはずなのに登録完了をお知らせする「ようこそメール」を受け取っていない場合、

お使いの携帯電話が受信拒否の設定になっている可能性があります。「ktaiwork.jp」ドメ

インからのメールを受信できるよう設定を変更してください。設定方法は各携帯電話会社

にお尋ねください。 

ＰＴＡ安全メール登録の方法 

①ＰＴＡ腕章をお持ちのうえお越しください。 

②授業中の撮影・携帯電話の使用・廊下での私語はお控えください。 

③敷地内は全面禁煙です。 

④教室では上履きが必要です。 

参観や懇談などで学校に来られるとき 

①診察の結果により出席停止扱いとしますので、その旨を学校までお知らせください。 

②特別な場合を除き、診断書は必要ありません。 

③出席停止期間の日数および登校を開始する日については、医師の指示に従ってください。 

子どもが学校伝染病（インフルエンザ・おたふくかぜ・ふうしんなど）にかかったとき 

４月 学習参観・懇談会・家庭訪問 

５月 自然体験学習(６年・5/17～18) 

遠足（１～５年） 

   学習参観（5/25）スポーツテスト 

６月 ひよしワクワクフェスティバル（6/10） 

日曜参観（6/19）・プール開き 

創立記念日（6/23）※休みではありません 

７月 期末懇談会 終業式（7/20） 

林間学習(５年・7/25～27) 

   夏休みプール学習 

９月 始業式 

 

①日吉小学校 ０６－６５３１－０１４４（平日 8:00～18:00） 

②いきいき活動 ０６－６５３６－１９５６（平日は午後以降でお願いします） 

③西区役所 ０６－６５３２－９９８６  浪速区役所 ０６－６６４７－９６８３ 

④西警察署 ０６－６５８３－１２３４  浪速警察署 ０６－６６３３－１２３４ 

⑤西消防署 ０６－４３９３－０１１９  浪速消防署 ０６－６６４１－０１１９ 

⑥ツイタもん（ＮＴＴ西日本－中国） ０１２０－８９０－１５０（平日 9:00～17:00） 

⑦大阪市立こども相談センター ０６－４３０１－３１００ 

 

⑧教具・楽器が必要なとき（弘栄社） ０６－６６２３－４４２１ 

⑨体操服・水着が必要なとき（マスダスポーツ） ０６－６７２１－９１８１ 

⑩標準服・給食白衣が必要なとき（アミモト） ０６－６５６８－６２５１ 

⑪教科書を注文したいとき（学びの友社） ０６－６５８２－０４４８ 

 

⑫校医の先生 

 １）内科（石村クリニック） ０６－６５３３－３０８０ 

 ２）歯科（槙田歯科） ０６－６５３３－０５２０ 

 ３）眼科（つじもと眼科クリニック） ０６－６５３４－７００７ 

 ４）耳鼻科（岸本耳鼻科） ０６－６５３３－１８８１ 

各 連 絡 先 

主な行事予定（変更もあります・日程は随時お知らせします） 

全学年一括用と、 
各学年用と２つ

登録して下さい。 

１０月 運動会（10/2） 

修学旅行(６年・10/27～28) 

なかよし遠足（長居植物園） 

１１月 西区スポーツ交歓会(６年・11/2) 

学習参観・作品展・PTA学級集会 

１２月 西区音楽交流会(４年) 

期末懇談会 終業式 

 １月 始業式 

２月 学習参観・懇談会 

３月 卒業を祝う会・卒業式・修了式 

学校にプリントがありますので、 
紛失された場合はお知らせ下さい 



 
 月 火 水 木 金 

8:10～8:25 児童はこの間に登校します。 

8:30～8:45 
全校朝会  児童集会  

朝の会・スキル学習の時間 

8:45～8:55 読 書 タ イ ム 

8:55～9:40 １  時  間  目 

9:40～9:50 休 み 時 間 

9:50～10:35 ２  時  間  目 

10:35～10:50 休 み 時 間 

10:50～11:35 ３  時  間  目 

11:35～11:45 休 み 時 間 

11:45～12:30 ４  時  間  目 

12:30～13:15 給    食 

13:15～13:30 休 み 時 間 

13:30～13:45 そ  う  じ 

13:45～13:50 移    動 

13:50～14:35 ５  時  間  目 

14:35～14:45 休 み 時 間 

14:45～15:30 

６  時  間  目 

４～６年 

委員会・クラブ 
２～６年  ４～６年 ３～６年 

☆ 月曜日でクラブも委員会もない日は、４～６年は教科の時間です。 

☆ 放課後ステップアップ教室 （１～３年） 14:55～15:40 （４～６年） 15:45～16:30  

下校時刻 ４月～１０月：１６：３０   １１月～３月：１６：００ 

安全上、下校後は忘れ物を取りに来ないように指導しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 校 時 表 

日吉小学校から他の小学校に転校をお考えのとき 
①区役所住民情報担当(住民登録)で住民登録の転出手続をしてください。 

②学校に転校することをお知らせください。 

学校で次の小学校に持っていっていただく書類をお渡しします。 

※ 新住所に引越しをするのかがわかり次第担任にお知らせください。 

③銀行口座はそのまま残しておいてください。 

④ＰＴＡ腕章を学校にお返しください。 

⑤ツイタもんで有料サービス（携帯にメールが届く）をお使いの方はＮＴＴ西日本－中国 

（０１２０－８９０－１５０）までご連絡ください。 

学校徴収金の日程 
この日に引き落としされます。 

４月２６日（火） ５月２６日（木） ６月２７日（月） ７月２６日（火） 

９月２６日（月） １０月２６日（水） １１月２８日（月） １２月２６日（月） 

１月２６日（木） ２月２７日（月）  ※３月はありません（２月に一括しています）。 

遅刻・早退・忌引休暇させたいとき 
◇遅刻…遅刻することがわかり次第、必ず学校までご連絡ください。 

   通院などにより登校するかわからないときも、わかり次第学校までお知らせください。 

◇早退…子ども１人では下校させられませんので、学校までお迎えをお願いします。 

◇忌引休暇…欠席扱いとはなりません。わかり次第お知らせください。 

例として、祖父母のときは３日、伯叔父母・曽祖父母のとき２日まで認められます。 

※ 遠方の場合は実際に要した日数を加えます。 

こんなときどうする？ 
◇名札を購入したい…学校で注文しますので担任までお知らせください（２６０円です）。 

◇校区内で転居したい…区役所で校区かどうかをご確認ください。学校ではお伝えできません。 

◇日吉小学校の校歌・歴史を知りたい…ホームページに詳しく載せています。 

「日吉小学校」で検索してください。 

◇スクールカウンセラーの予約をしたい…本校教頭までご連絡ください。 

子どもが学校でけがをしたとき 
①負傷者・病人が発生した時、下のような対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②医療機関で医師の診療を受けるまでの応急手当を行いますが、早急に医師の診療が必要と判断

した場合はご家庭に連絡し病院で受診します。 

③緊急連絡先に変更がある場合は必ず学校までお知らせください。 

負傷者・病人・災害や事故の発生 

すり傷、微熱など軽度な場合 

学校で経過観察後、必要ある場

合に家庭連絡 

骨折、頭部打撲、目、耳など生命に危険を及ぼしたり、直ち

に身体機能に大きな影響がおよんだりする可能性がある場合 

学校より家庭へ連絡 

家庭と連絡不能の場合 

学校にて判断 

学校と家庭で対応を協議 

台風・大雨・地震などの災害のとき 
①午前７時の時点で大阪市に「暴風警報」が発令されている時は、「休校」とします。 

②地震等により、午前７時現在ＪＲ大阪環状線及び大阪市営地下鉄の両方が全面運休している場合、休

業といたします。 

③暴風警報が発令されていなくても、気象状況により、校区や通学路の安全等が確保されない場合は、 

学校長の判断で臨時休校する場合があります。 

④登校時から下校時までに、暴風警報が発令された場合、居住地域や通学路の安全、保護者の在宅が確

認された場合は集団下校などの方法で下校しますが、確認ができない場合は児童を学校において待機

させます（保護者の方のお迎えをお願いします）。 

⑤暴風警報が出ていないときでも、保護者の判断で登校の安全が危ぶまれる場合は、安全が確保される

まで、自宅にて待機させてください。 

 


